
第１回 横浜市西区地域子育て支援拠点運営法人選定委員会 

 

                     令和７年 12月２日（火）10時 00分から 

                     西区役所２階 ２Ａ会議室 

 

 

次第 

 

１ 開会あいさつ 

 

２ 委員紹介 

 

３ 選定委員会について 

 

４ 定足数の確認 

 

５ 議題 

 (1) 委員長の選定、委員長職務代理者の指名 

 (2) 西区地域子育て支援拠点の概要について 

 (3) 西区の子育て世帯の概況について 

 (4) 西区地域子育て支援拠点の５か年の振り返りについて 

 (5) 運営法人の選定方法について 

 

６ その他、事務連絡等 

 

 

【配布資料】 

１ 委員名簿 

２ 選定委員会について 

３ 横浜市の地域子育て支援拠点の概要 

４ 西区の子育て世帯の概況 

５ 西区地域子育て支援拠点事業 ５か年のまとめ 

６ 運営事業者の選定方法について 

７ 運営法人選定委員会評価指標 

８ 第５期にこまちプラン（西区地域福祉保健計画）素案 

 



【参考資料】 

１ 横浜市西区地域子育て支援拠点運営法人選定委員会要綱 

２ 横浜市西区地域子育て支援拠点の運営者の選定に関する要綱 

３ 横浜市西区地域子育て支援拠点運営法人募集要項 

４ 令和８年度横浜市西区地域子育て支援拠点事業仕様書（案） 

５ 横浜市西区地域子育て支援拠点事業実施要綱 

６ 横浜子育てサポートシステム事業実施要綱 

７ 横浜子育てサポートシステム事業会則 

８ 横浜子育てサポートシステム「子サポ deあずかりおためし券」交付事業実施要綱 

９ 横浜子育てサポートシステムにおける援助活動給付金等支給事業要綱 

 



 
 

横浜市西区地域子育て支援拠点運営法人選定委員会 委員名簿 

 

所 属 委 員 

國學院大學人間開発学部子ども支援学科 准教授 廣井 雄一 

西区連合町内会・自治会連絡協議会 会長 平野 周二 

横浜市西区社会福祉協議会 事務局長 安部 力 

西区民生委員・児童委員協議会 会長 神戸 英男 

西区民生委員・児童委員協議会 

主任児童委員 代表 
伊藤 美紀 

横浜市幼稚園協会西支部 支部長 

（野毛山幼稚園 園長） 
奈良 昌人 

ろぜっと保育園 園長 武谷 真未 

子育て支援者 代表 田中 奈央 

地域訓練会 キャロット 代表 澁谷 かおり 

                                   （敬称略） 
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     ＜事務局＞ 

西区福祉保健センター担当部長 野田 晴子 

西区福祉保健センターこども家庭支援課長 大熊 祐輔 

西区福祉保健センターこども家庭支援課 

こども家庭係長 
櫻井 信彰 

西区福祉保健センターこども家庭支援課 

こども家庭支援担当係長 
瀬光 志帆 

西区福祉保健センターこども家庭支援課 

こども家庭係 
加藤 鈴子 
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選定委員会について 

 

１ 設置目的 

  平成 22年１月に設置された西区地域子育て支援拠点「スマイル・ポート」は、令和３

年４月からの運営５か年度目となる本年度をもって、現法人による運営期間が終了しま

す。 

  令和８年度から次期５か年の運営を担う法人を選定するため、「横浜市西区子育て支援

拠点運営法人選定委員会」を設置します。 

 

２ 選定委員会の位置づけ 

                   【下部組織（分科会）】 

 

 

 

 

 所管：横浜市こども青少年局 

    地域子育て支援課 

 

 

 

 

 

                    ＜計 22分科会＞ 

 

３ 横浜市西区子育て支援拠点運営法人選定委員会について 

  「横浜市西区地域子育て支援拠点運営法人選定委員会要綱」（参考資料１）に基づき運

営を行います。 

 (1) 担任事務 

   横浜市西区地域子育て支援拠点運営法人に応募をした法人について、「横浜市西区

地域子育て支援拠点の運営者の選定に関する要綱」（参考資料２）第８条に規定する

運営法人の選定基準に基づき審議することとしています。 

   審議にあたっては、応募法人の提出書類を審査、評価するとともに、応募法人に対

してヒアリングを実施し、その内容を評価します。 

 (2) 組織 

  ア 委員数 

    ９名 

  イ 委員構成 

    横浜市子育て支援事業運営事業者選定委員会の委員長が指名する委員、子育て支

援に理解のある地域関係者、有識者及びその他区長が必要と認める者 

  ウ 任期 

    令和７年10月30日から令和８年３月31日まで 

横浜市○○区地域子育て支援拠点運営法人選定委員会

（○○には各区の名称） 

横浜市親と子のつどいの広場運営団体選定委員会 

横浜市乳幼児一時預かり事業事業者選定委員会 

横浜市立保育所の民間移管にかかる法人選考委員会 

横浜市子育て支援事業

運営事業者選定委員会 

（市の附属機関） 

横浜市病児保育事業実施医療機関選定委員会 

資料２ 
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  エ 身分 

    非常勤特別職職員 

 

４ 会議の公開について 

  本委員会は市の附属機関と位置づけられているため、会議は原則公開となっています。

このため、本日の会議は公開して開催しますが、第２回選定委員会については、法人や

団体に関する具体的な情報を取り扱うこととなるため、公開することで法人や団体に不

利益を及ぼすおそれがあることから非公開として開催します。これは、上部組織である

「横浜市子育て支援事業運営事業者選定委員会」で決定している事項となります。 

  なお、本委員会の会議録については、委員名簿と併せて後日、西区のホームページで

公表させていただくことをご了承ください。 

 

５ 委員としてのお願い事項 

 (1) 選定のうえで知りえた団体や個人に関する情報は外部に口外されないようお願いい

たします。 

 (2) 選定の公平性を確保するため、第２回委員会終了までは応募法人との接触は極力避

けて頂くようお願いいたします。 

 



地域子育て支援拠点の概要

西区こども家庭支援課

令和７年12月２日

資料３



地域子育て支援拠点とは？

 就学前の子どもとその保護者が遊び、交流するス
ペースの提供、子育て相談、子育て情報の提供な
どを行う子育て支援の拠点で、利用登録のうえ、
無料で利用いただける施設です。
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地域子育て支援拠点とは？

 地域で子育て支援に関わる方のために、研修会な
ども実施しています。併せて、いろいろな悩みご
と、困りごと等について、各区の地域子育て支援
拠点の専任スタッフ「横浜子育てパートナー」が
相談者の気持ちに寄り添い、必要な情報を調べた
り、適切な支援機関を紹介しています。

3

集う・つながる・育ちあう
子育てライフの頼れるミカタ



地域子育て支援拠点の７つの事業
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①親子の居場所事業

②子育て相談事業

③子育て情報収集・提供事業

④利用者支援事業

⑤子育て支援ネットワーク事業

⑥子育て支援人材育成事業

⑦横浜子育てサポートシステム区支部事務局
運営事業

子育て家庭への支援

子育ての支援者への支援

地域の中での子どもの
預かり合いの促進



地域子育て支援拠点の７つの事業
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①親子の居場所事業
乳幼児の遊びと育ちの場や、その子育て当事者同士の交流の場として、週５日
以上、１日６時間以上、居場所の提供を行う。

②子育て相談事業
子どもと家庭に関する相談に対応することを通じて、支援につながっていない
ニーズを適切な支援につなげていく。居場所や相談室での対応や電話相談を行う。

③子育て情報収集・提供事業
区内等の子育てに関する情報を一元化し、情報コーナーの設置や多様な媒体を活用
して情報提供することを通じて、子育てに対する閉塞感や不安感の解消を図る。

④利用者支援事業
個々のニーズに応じた相談対応や、施設・事業の利用を支援する。
また、これらの利用者支援の円滑な実施のため、関係機関との協働の体制づくりや
人材育成等の地域連携を行う。



地域子育て支援拠点の７つの事業
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⑤子育て支援ネットワーク事業
子育てに関する支援活動を行う者同士の連携を進めることを通じて、様々な地域の
子育て支援活動の質の向上、活動の活性化、活動の課題解決を図る。

⑥子育て支援人材育成事業
子育て支援人材の育成、当事者のサークル活動等の支援を通じて、子育て支援に
関わる市民の増加、活動の多様化、活性化を図る。

⑦横浜子育てサポートシステム※区支部事務局運営事業
地域の中で子どもを預け・預かることで、人と人とのつながりを広げ、地域ぐるみ
での支えあいの促進を図る。

※横浜子育てサポートシステム
子どもを預かってほしい人（利用会員）と子どもを預かる人（提供会員）が相互の信頼関係
のもとに、子どもの預け・預かりを行うシステム。



西区の子育て世帯の概況

西区こども家庭支援課

令和７年12月２日

資料４



①基本情報・西区の子育て資源

○面積：7.03 ㎢

○人口：107,420人（令和７年１月時点）

→面積、人口ともに18区の中で最も小さい区

2

子育て資源 か所数
西区地域子育て支援拠点
（スマイル・ポート） 1

認可保育所 33

地域型保育事業 9

幼稚園 7

親と子のつどいの広場 2

地域子育てサロン 6



②西区の年齢別人口推移（14歳以下）

令和２年（2020年）まで増加傾向だったが、令和３年以降は減少傾向となっている。
3



④転入・転出者数（令和６年中）及び転入・転出割合

○西区全体の転入者の割合（9.51％）は

市内２位

○０～５歳の転入者の割合（0.31％）は

市内３位

4

○西区全体の転出者の割合（8.31％）は

市内１位

○０～５歳の転出者の割合（0.38％）は

市内２位

○西区全体では転入超過であるが、

０～５歳は転出超過となっている。



⑤出生の状況

○出生数は横ばい傾向

○出生数（令和５年：726人）は市内16位

○出生数に占める第１子の割合（令和５年：50.7％）は市内２位

○35歳以上で出産する人の割合（令和５年：34.1％）は市内３位
5



まとめ

 令和２年をピークに14歳以下の人口は減少傾向

 転入・転出者が多い

 初めて子育てを経験する世帯が多い

 高齢出産を経験する世帯が多い

6
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運営事業者の選定方法について 

 

１ 選定のスケジュール 

日程 内容 

11月 25日（火） 応募法人が区に「提案書」を提出 

12月２日（火） 第１回選定委員会（本日） ※公開 

 委員会の概要、委員長の選定、地域子育て支援拠点の概要、

選定方法等の説明 

12月２日（火）以降 各委員は「提案書類」をもとに評価指標で事前評価を実施 

12月９日（火） 第２回選定委員会 ※非公開 

 応募法人によるプレゼンテーション及び質疑応答 

 必要に応じて事前評価を修正し、評価を確定 

 事務局による集計、次期運営法人の選定 

12月下旬 西区入札参加資格審査・指名業者選定委員会（※） 

 選定委員会での選定結果を審査、次期運営法人を決定 

12月 26日（金）以降 選定結果通知（ホームページでも公表） 

 

 ※運営法人の決定は西区入札参加資格審査・指名業者選定委員会が行います。第２回選

定委員会での選定結果を業者選定委員会委員長である区長に報告し、審議を経て運営

法人が決定します。 

 

２ 評価方法 

 (1) 選定基準 

   「横浜市西区地域子育て支援拠点の運営者の選定に関する要綱（参考資料２）」第８

条に規定する運営法人の選定基準を総合的に判断して選定を行います。 

  

横浜市西区地域子育て支援拠点の運営者の選定に関する要綱（抜粋） 

 （運営法人の選定基準） 

第８条 運営法人の選定については、次に掲げる事項等を総合的に判断して行うものとする。 

 (1) 乳幼児の養育者のニーズを適切に把握、理解し、これらの者への交流の場の提供、子育て

に関する相談並びに子育てに関する情報の収集及び提供等の支援を通じて、養育者の育児不

安等の解消、育児力の向上を効果的に図ることができる法人であること。 

 (2) 地域において子育てに関する支援活動を行う者（以下「活動者」という。）との連携を図

り、これらの活動を活性化させるとともに、地域のニーズを踏まえた活動者の育成、支援を

行うことで、子育てを地域全体で支援する地域力の創出が図れる法人であること。 

 (3) 地域子育て支援拠点事業の趣旨について十分理解し、事業運営について適切な事業提案を

行っているとともに、継続して安定した事業運営が見込まれる法人であること。 

 (4) 事業運営にあたって、区福祉保健センター等の関係機関との連携、協力が図れる法人であ

ること。 

 

資料６ 
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 (2) 評価指標 

   運営法人選定委員会評価指標（資料７）を参照してください。 

  ア ①の「判断材料」に記載されている応募法人からの提出書類をもとに、提案内容

を評価します。 

  イ 「１ 基本的事項」、「２ 事業計画」、「３ 管理運営」の各項目について、②「基

礎点」のあてはまる点数（５点～１点）に○を記入してください。 

   ※「２ 事業計画」の各項目にある基準「「事業評価シート」を踏まえて、重点をお

いて実施する計画が優れている」については、該当する場合に③「基礎点」の５

点に○を記入してください（該当しない場合はそのままにしてください）。 

   ※「４ 財務状況等」については事務局で評価を行います。 

  ウ 基礎点数×重要度が最終的な各項目の評価点数となります。基礎点数×重要度の

計算は事務局において行います。 

 

３ 評価の判断材料となる主な資料 

 (1) 応募法人からの提出書類 

   法人の概要や法人の子育て支援活動実績の他、次期５年間で行う事業提案内容等が

記載されています。 

 (2) 地域子育て支援拠点事業５か年のまとめ（資料５） 

   今年度上半期に、区役所と現運営法人で５年間（令和３～７年度）の事業を総括し、

今期の成果と今後取り組むべき課題について記載しています。 

 (3) 第５期にこまちプラン（西区地域福祉保健計画）素案（資料８） 

   事業を進めていく上で、区役所との協働、連携に対する考え方について、第５期に

こまちプランの内容も踏まえるように求めています。 

 

４ その他 

 (1) 各委員の評価点（325 点満点）を合算した点数が、合計点数の 50％に満たない点数

であった法人については、非選定とします。 

 (2) 評価が同点の法人があった場合は、選定委員の投票で多数決により当該同点者の順

位を決定します。票数が同数の場合には委員長の判断により決定します。 

 (3) 応募法人の提案内容（提案書及び質疑応答）をもとに独立して評価を行ってくださ

い。各法人の優劣や評価等について委員同士で審議することがないようご留意くださ

い。 

 



基礎点 重要度 評価
最高
点

判断
材料

(30)

法人の子育て支援の理念や考え方 ５・４・３・２・１ 10

本市の子育て家庭のニーズや課題に関する考え方 ５・４・３・２・１ 10

子育て支援関連事業の経験・実績 ５・４・３・２・１ 10

(30)

地域子育て支援拠点の運営理念 ５・４・３・２・１ 10

児童福祉法に基づいた社会福祉事業であることを踏まえた、拠点事業運営の考え
方

５・４・３・２・１ 10

区の地域特性、子育て環境、ニーズを踏まえた、拠点事業運営の考え方 ５・４・３・２・１ 10

(30)

経営効率、費用対効果を高める取組についての考え方や計画 ５・４・３・２・１ 10

拠点の運営理念や事業計画を踏まえた、職員採用・配置の計画 ５・４・３・２・１ 10

職員の育成、研修体制についての考え方や計画 ５・４・３・２・１ 10

(25)

利用者を温かく迎え入れる場づくり ５・４・３・２・１ 5

多様な世代、性別等の養育者と子どもが訪れる場づくり ５・４・３・２・１ 5

養育者と子どものニーズ把握のための工夫 ５・４・３・２・１ 5

親自身が親として育ち、また子どもが育つ場としての環境づくり等 ５・４・３・２・１ 5

「事業評価シート」を踏まえて、重点をおいて実施する計画が優れている。 ５ 5

(25)

気軽に育児に関する相談ができるよう実施方法 ５・４・３・２・１ 5

養育者の相談内容に応じた、関係機関との連携、継続した支援についての考え方 ５・４・３・２・１ 5

相談におけるプライバシーへの配慮についての考え方 ５・４・３・２・１ 5

子育て相談における職員の役割や相談対応にあたっての基本姿勢についての考
え方

５・４・３・２・１ 5

「事業評価シート」を踏まえて、重点をおいて実施する計画が優れている。 ５ 5

(20)

区内の子育てや子育て支援に関する情報を集約・提供するための方法 ５・４・３・２・１ 5

子育てや子育て支援に関する情報の集約・提供の拠点であることを、区民に認知し
てもらうための方法

５・４・３・２・１ 5

拠点の情報収集、発信の仕組みに、養育者や担い手が積極的に関わるための方
法

５・４・３・２・１ 5

「事業評価シート」を踏まえて、重点をおいて実施する計画が優れている。 ５ 5

(20)

子育てに関する支援活動を行う人・組織等との連携 ５・４・３・２・１ 5

ネットワークを活かして、地域の情報を収集するための方法 ５・４・３・２・１ 5

ネットワークを活かして、利用者を地域へつないでいくための方法 ５・４・３・２・１ 5

「事業評価シート」を踏まえて、重点をおいて実施する計画が優れている。 ５ 5

横浜市西区地域子育て支援拠点  運営法人選定委員会  評価指標

●評価基準  ５：特に優れている　４：優れている　３：標準的な水準にある　２：やや劣っている　１：劣っている

●評価点数  =  評価×重要度

項目 基準

１
　
基
本
的
事
項

(1)子育て支援に
対する理 念、取り
組み状況

子育て支援への理念や取り組みが優れているか

提出書類
様式Ⅱ

×２

(2)地域子育て支
援拠点運営理念

地域特性を踏まえた地域子育て支援拠点の運営理念が優れているか

様式 Ⅲ－
１

×２

(3)経営方針等

経営方針及び職員採用、育成に対する考え方が優れているか

様式 Ⅲ－
２ Ⅲ－３
Ⅲ－４×２

２
　
事
業
計
画

(1)親子の居場所
について

居場所の場づくり、子育て支援ニーズの把握、また、交流促進等に対する考え方が優
れているか

様式 Ⅲ－
５① Ⅲ－６

×１

子育て相談に関する考え方が優れているか

(3)子育てに関す
る情報の収集及
び提供について

子育てに関する情報の収集及び提供についての考え方が優れているか

様式 Ⅲ－
５③ Ⅲ－６

×１

(4)地域団体等と
の連携・交流につ
いて

子育てに関する支援活動を行う人・組織等との連携・交流に関する考え方
が具体的であり、優れているか

様式 Ⅲ－
５④ Ⅲ－６

×１

(2)子育て相談に
ついて

×１

様式 Ⅲ－
５② Ⅲ－６

採点の記載例

①
応
募
法
人
か
ら
の
提
出
書
類
の
う
ち
、「
判
断
材
料
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
書

類
を
も
と
に
、
提
案
内
容
を
評
価
し
ま
す
。

①

②各項目について、「基礎

点」のあてはまる点数（５点～

１点）に○を記入してください。

【例】
②

事
務
局
で
計
算
し
ま
す

【例】

③
該
当
す
る
場
合
に
５
点
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（（該
当
し
な
い
場
合
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
。
）。

③

資料７



基礎点 重要度 評価
最高
点

判断
材料

(30)

地域の子育て支援活動を活性化するための方法、工夫 ５・４・３・２・１ 5

あらたな子育て支援人材の発掘・育成等に関する考え方、方法 ５・４・３・２・１ 5

地域で子育て支援に関わる人のスキル向上のための支援に関する考え方、方法 ５・４・３・２・１ 5

子育て家庭を温かく見守る地域全体での雰囲気作りの取組 ５・４・３・２・１ 5

妊娠期の方やそのパートナー、学生に対しての、子育てについて考え学び合う機会
づくりについての考え方、方法

５・４・３・２・１ 5

「事業評価シート」を踏まえて、重点をおいて実施する計画が優れている。 ５ 5

(25)

子育てサポートシステムに、多くの地域の人や養育者が参画を得る方法、工夫 ５・４・３・２・１ 5

会員が安心・安全な活動を行えるように、コーディネーターが果たすべき役割につ
いての考え方

５・４・３・２・１ 5

相談内容に応じて、子育て相談及び他機関等の情報を提供し、必要な支援につな
げるための考え方、方法

５・４・３・２・１ 5

会員の活動継続を支えるための研修会や交流会等の方法、工夫 ５・４・３・２・１ 5

「事業評価シート」を踏まえて、重点をおいて実施する計画が優れている。 ５ 5

(25)

利用者支援事業を区民や関係機関に広く周知する方法や気軽に利用できるため
の工夫

５・４・３・２・１ 5

個別相談対応における姿勢・養育者等への適切な支援についての考え方、対応方
法

５・４・３・２・１ 5

関係機関及び地域の社会資源との協働の関係づくりについて、拠点の他の機能を
活用した取組

５・４・３・２・１ 5

利用者支援の専任職員に求められる資質についての考え方 ５・４・３・２・１ 5

「事業評価シート」を踏まえて、重点をおいて実施する計画が優れている。 ５ 5

(40)

区役所との協働、連携に対する考え方 ５・４・３・２・１ 10

利用者意見、要望の把握、対応方法 ５・４・３・２・１ 10

個人情報保護等情報管理についての計画 ５・４・３・２・１ 10

事故防止等のリスクマネジメントについての計画 ５・４・３・２・１ 10

８

５

３

０

(4)健康経営に関
する取組

1

325

300

４
　
財
務
状
況
等
【

事
務
局
評
価

】

⑨健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又は、横浜健康経営
認証のAAAクラス若しくはAAクラスの認証を受けている。

いずれかに該当する場合は１点
加点

項目 基準

２
　
事
業
計
画

(5)子育て支援人
材の育成、支援に
ついて

子育て支援人材の育成等に関する考え方が優れているか

様式 Ⅲ－
５⑤ Ⅲ－６

×１

(6)地域の中での
預け預かりあいの
促進について

地域の中での預け預かりあい等に関する考え方が優れているか

様式 Ⅲ－
５⑥ Ⅲ－６

×１

(7)利用者支援事
業について

子育て家庭のニーズに応じた施設・事業等の利用の支援に関する考え方
が適切であり、優れているか

様式 Ⅲ－
５⑦ Ⅲ－６

×１

(2)ワークライフバ
ランスに関する取
組

(3)障害者雇用に
関する取組

３
　
管
理
運
営

(1)事業内容の質
の確保・向上に関
する考え方につい
て

区役所との協働、利用者意見の把握、個人情報保護管理、リスクマネジメ
ントの考え方が優れているか

様式 Ⅲ－
７
Ⅲ－５①の
５×２

(1)財務状況
（安定的な事業実施が
可能な財務状況である
か）

財務分析結果が36点以上である

×２ 16
財務分析
結果

財務分析結果が28点以上36点未満である

財務分析結果が20点以上28点未満である

財務分析結果が20点未満である

①従業員101人未満であり、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画が策定さ
れている（※計画期間内であること）

該当する場合は
１点加点

8 提出書類

②従業員101人未満であり、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業
主行動計画が策定されている（※計画期間内であること）

該当する場合は
１点加点

合計

事務局評価を除く合計

③次世代育成支援対策推進法による認定（くるみん、プラチナくるみん）がされている

④女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし）がされている

⑧従業員40.0人未満であり、障害者（１週間の所定雇用時間が20時間以上で、１年以上継続して
雇用される者（見込みを含む））を１人以上雇用している。

⑦従業員40.0人以上であり、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5％を達成している。

該当する場合は
２点加点

⑥よこはまグッドバランス企業認定（旧よこはまグッドバランス賞）の認定がされている（※認定期
間（1/1～12/31）内であること）

いずれかに該当する場合は
２点加点

⑤青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定がされている

いずれかに該当する場合は
２点加点

③
該
当
す
る
場
合
に
５
点
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（（該
当
し
な
い
場
合
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
。
）。

事務局で評価します。
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